
様式第１号（第４・8 条関係） 

 

年  月  日 

 

三股町公共下水道排水設備等指定工事店 

（新規・継続）申請書 

 

三股町長 様 

申請者 住所 

氏名          印 

電話番号（   ） － 

 

下記のとおり、三股町公共下水道排水設備等指定工事店として 

（新規・継続）を申請します。 

 

営業所の所在地  

店名（商号又は名称）  

代 表 者 名  

責任技術者 

住 所  

氏 名 （登録番号第     号） 

手 数 料                     円 

 

 

 

 

添 付 書 類 

１ 誓約書（様式第 2 号） 

２ 個人にあっては、住民票の写し、経歴書、第 3 条第 1 項第 4 号

アに該当しないことの証明書（身分証明書） 

３ 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関す

る上記２の書類 

４ 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図（様式第３号） 

５ 責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類 

６ 所有機器調書（様式第 4 号） 

７ 町税等に滞納がないことの証明書 

８ その他町長が必要と認めた書類 

 

決 

裁 

課 長 課長補佐 主 幹 係 長 係  員 

受 

付 

年 月 日 備考 

     

第    号 



 

様式第２号（第４条関係） 

 

誓  約  書 

 

１ 私は、このたび三股町公共下水道排水設備等指定工事店として指定を受けるにあた 

り、三股町公共下水道条例及び三股町公共下水道条例施行規則、並びに三股町公共下 

水道排水設備等指定工事店規則、その他関係法令を遵守し、誠実に工事を施工するこ 

とを誓約いたします。万一誓約に違反した場合は、貴職に一切損害をおかけせず、又、 

どのような処分を受けましても異議を申し立てません。 

 

２ 私は、三股町公共下水道排水設備等指定工事店規則第３条第４号に掲げる下記のいずれ

にも該当しないことを誓約します。 

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が第 19 条の規定により責任技術者としての登録を

取り消されてから 2 年を経過していない場合  

イ 第 10 条第 2 項の規定により指定工事店の指定を取り消され、当該指定取消しの日か

ら 2 年を経過していない場合  

ウ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足

りる相当の理由がある場合 

エ 町税等を滞納している場合 

 オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合 

 

３ 私は、三股町暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団関係者に該当しないことを

誓約します。また、私が提供した情報を基に町が警察機関へ照会することに同意します。    

 

年  月  日 

三股町長 様 

 

 

誓約者     指定番号    第      号 

              住  所 

              指定工事店名 

代表者氏名           印 

              電話番号      

 

 



様式第３号（第４条関係） 

営業所の平面図及び付近見取図 

平面図                           面積     ㎡ 

 

付近見取図 

 

注）１ 営業所の写真は、外部及び内部の状況がわかるもの数枚添付すること。 

  ２ 平面図は、間口及び奥行の寸法、机の配置状況等を記入すること。 

  ３ 付近見取図は、主な目標建築物等を入れてわかりやすく記入すること。 



様式第４号（第４条関係） 

 

所 有 機 器 調 書 

 

下記のとおり、工事施工に必要な機器を有していることに相違ありません。 

  年  月  日 

工事店名            

氏名            印 

 品  名 所有数量 品  名 所有数量 

 

土 

 

 

 

工 

 

 

 

具 

スコップ（剣先）  保 

 

安 

 

具 

セーフティーコーン  

スコップ（角）  保安灯  

ツルハシ  工事用看板  

電気ドリルピック  

そ 

 

の 

 

他 

箱尺（２m以上）  

プレートランマー  製図用具  

一輪車（ネコ車）  測量器  

水中ポンプ  カメラ  

大ハンマー 

（10ポンド） 
 車両  

左 

 

官 

 

用 

 

具 

練箱  

 

  

金こて    

木こて    

タイルこて    

練スコップ    

※測量器には、レベル、巻尺、水平器が必要である。 
 

 


